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◆各種のトラブルへの具体的な予防策・対応策を
　法律やガイドラインを示して解説しています。 

◆ドローンで撮影した映像の肖像権やプライバシ
　ー保護など、SNSに対応した問題も取り上げて
　います。 

◆ドローン操縦の国家資格を持つ弁護士が、法的
　視点と操縦士の知見に基づき執筆しています。 

ドローンをめぐる法規制とリスク管理 
－実務に役立つ対策のポイント－ 

トラブル事例でわかる 

共著       弁護士      谷　洋昌 
      弁護士      佐藤　公紀 

監修       一般社団法人　日本ドローン協会 
溝部　公憲 代表理事 

WEBサイトはこちら

トラブル事例でわかる　ドローンをめぐる法規制とリスク管理－実務に役立つ対策のポイント－ 

第1　飛行許可をめぐるトラブル 
1 「特定飛行」に関する許可・承認 
〔1〕  学校施設における飛行
〔2〕  国の重要施設、防衛関連施設、空港等の周辺における
　　飛行
〔3〕  「特定飛行」に該当する場合における許可・承認申請手
　　続と準備期間
2 「特定飛行」の例外に該当する飛行 
〔4〕  捜索、救助等のための特例
〔5〕  緊急用務空域における飛行
3  河川・道路等における飛行 
〔6〕  道路使用許可の取得が必要となる飛行
〔7〕  河川上空における飛行
〔8〕  海岸や公園における飛行
〔9〕  県が管理する道路上における飛行
4  国家資格に関して 
〔10〕  ドローン操縦における国家資格の要否
5  その他の場所・方法による飛行 
〔11〕  飛行マニュアルの不備
〔12〕  急遽、飛行計画にない航路の飛行を求められた場合
〔13〕  施工管理を目的としたドローン使用の注意点
〔14〕  空港周辺において無断でドローンを飛ばし通報され
　　た場合 

〔15〕  皇居・赤坂御用地等や御用邸の付近における飛行 

3  操縦者と雇用主の責任関係 
〔34〕  出向中の社員が操縦ミスで事故を起こした場合
4  保険適用に関するトラブル 
〔35〕派遣社員が事故を起こした場合における保険適用
〔36〕業務後における飛行時に事故が発生した場合
5  その他 
〔37〕ドローンを盗撮目的で使用した場合
〔38〕ドローンでの赤外線調査における注意点
〔39〕他人の土地上空を飛行させる場合
〔40〕SNS ライブ配信の飛行中に業務が妨害された場合

〔31〕  夜間飛行における注意点
〔32〕  火災現場における飛行の注意点
〔33〕  人工衛星の電波に関する注意点

〔29〕  ドローンが鳥に衝突（バードストライク）し、ドローン
　　　が墜落した場合
〔30〕  複数機でドローン飛行を実施していた場合の事故
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〔５〕 緊急用務空域における飛行

ケース
当社では、ドローンの点検を行うために、定期的

に飛行の訓練を行っているのですが、近くで火災が

あり、消防・救助活動が行われているため、ドロー

ン飛行の中止を要請されました。

近くで火災等の災害があったときは、ドローンを

飛行させることができないのでしょうか。

ポイント

・2021年６月１日以降、災害等の規模に応じ、捜索、救助等

活動のため緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合

に、ドローン・ラジコン機等の飛行が原則禁止される「緊

急用務空域」が新たに指定されることとなった。

・ドローンを飛行させる前には、当該空域が「緊急用務空域」

に指定されていないかの確認を必ずしなければならない。

・「緊急用務空域」の指定がなされた空域では、原則として

ドローンの飛行が禁止されており、飛行許可が下りるのは

極めて例外的なケースに限られる。

解 説

１ 「緊急用務空域」とは

(１) 趣旨・内容

2021年２月に栃木県足利市で発生した林野火災の消火活動中に、ド

ローンの飛行が目撃されたことから、消防防災ヘリの活動が一時中断

第２章 第１ 飛行許可をめぐるトラブル 45

1頁 〔DRK0005〕【法規書籍(法清水)】

DRK0010.smd  Page 2 26/01/10 09:07  v4.00
ドローン規制･偶数 A5･柱罫有･01A．honbun･14Q×31倍×横1段･25Q×27行･無線綴じ･セット済

４ 国家資格に関して

〔10〕 ドローン操縦における国家資格の要否

ケース
業務上、ドローンを飛行させていたところ、周辺

住民の方から、国家資格の有無を確認され、「国家

資格を有していないのであればドローンを飛行さ

せることはできない」と言われました。ドローンの

飛行に関して、国家資格は必要なのでしょうか。

ポイント

・ドローンの飛行に際して国家資格が必要か否かは、特定飛

行に該当するか、立入管理措置を講じるか、及び、飛行空

域や飛行方法に応じて決まる。

・特定飛行に該当しない飛行や、特定飛行であるものの危険

性が低いとされる類型の飛行については、国家資格が不要

な場合もある。

解 説

１ 航空法上の規制について

航空法では、規制対象となる飛行の空域及び方法（特定飛行（航空

132の85・132の86））を規定しており、その飛行する空域や飛行の方法か

ら、「特定飛行」に該当する場合、航空機の航行の安全への影響や地上

及び水上の人及び物件への危害を及ぼすおそれがあることから、原則

としてドローンの飛行が制限されています（航空132の85①、航空規236の

71・236の72）。
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第４ SNS・プライバシー権等に関するトラ

ブル

１ プライバシー権・肖像権に関するトラブル

〔47〕 空撮した映像に関する肖像権等

ケース
ドローンで空撮していたところ、その場にいた女

性と背景が非常に調和していたため、本人に許可を

得た上で撮影を行い、その映像をSNSに投稿しまし

た。しかし、その後、その女性が所属する芸能事務

所から「肖像権の侵害に当たるため速やかに削除し

てほしい」と連絡が入りました。このような場合、

どのように対応すべきでしょうか。

ポイント

・肖像権に違反しないように注意する必要がある。

・特に芸能事務所に所属しているような人の場合、本人だけ

でなく、事務所からの事前の許諾を得る必要がある。

・事後的に削除請求があった場合、ひとまず速やかに投稿を

削除し、肖像権の侵害の有無を検討した上で、今後の投稿

の継続等について協議することが望ましいといえる。

解 説

１ 肖像権と承諾の範囲

肖像権とは、自己の容姿や姿態を無断で撮影・公表されない権利で
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５ 事故を起こした場合に求められる対応

事故発生時は、まずは直ちに飛行を中止し、負傷者の救護や危険防

止のために必要な措置を講じるようにしてください（上記４(２)の救

護義務等）。

そして、警察や消防にも連絡を行った上、現場の状況を写真で撮影

する等し、証拠保存しておくとよいでしょう。

その後、原則ドローン情報基盤システム（DIPS2.0）における事故

等報告機能を用いて、国土交通大臣に事故の詳細を報告してください。

６ まとめ

操縦者は、可能な限り事故を起こさないよう、当日の気象や自己の

体調にも気を付けて、ドローン操縦に求められる各種注意義務を遵守

することを心掛けましょう。

しかし、それでも事故を起こしてしまった場合には、まずは落ち着

くことが重要となります。直ちに飛行を中止し、事故の状況を冷静に

把握して、上記航空法上の各種義務を履行するようにしましょう。

第３ ドローンに関するSNS上の注意点

１ はじめに

ドローンは誰でも手軽に空撮を楽しめる反面、個人のプライバシー

や肖像権を侵害するリスクが伴います。

特に、SNSでの映像公開は、撮影者が予期しない形で第三者の権利

を侵害することが少なくありません。

ここでは、撮影者がSNSでドローン映像を投稿する際に留意すべき

法的及び倫理的ポイントを解説します。
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ドローンによる撮影映像等をインターネット上で閲覧可能とするこ

とについての考え方については、「『ドローン』による撮影映像等のイ

ンターネット上での取扱いに係るガイドライン」（平成27年９月総務

省）がまとめられており、参考になります。

２ 撮影行為の違法性について

一般的に、撮影行為の違法性は、①撮影の必要性（目的）、②撮影方

法・手段の相当性、③撮影対象（情報の性質）等を基に、総合的かつ

個別的に判断されるものとされています。

また、撮影行為が違法とされる場合には、当該映像等をインターネ

ット上で閲覧可能とした場合、原則として、閲覧可能とした行為自体

も違法となります（最判平17・11・10民集59・９・2428）。

上記判断基準の「③撮影対象（情報の性質）」に関し、プライバシー

及び肖像権それぞれについて注意すべきポイントは以下のとおりで

す。

３ プライバシーについて

プライバシーの定義について、判例では、他人にみだりに知られた

くない情報とされています（最判平15・９・12民集57・８・973、東京地判昭

39・９・28下民15・９・2317）。

また、公開する利益と公開により生じる不利益との比較衡量により

プライバシー侵害の有無が判断されることになります（最判平15・３・

14民集57・３・229）。

特に、屋内の様子、車両のナンバープレート及び洗濯物その他生活

状況を推測できるような私物が映り込んでいる場合には、プライバシ

ーとして法的保護の対象となる可能性があります。

したがって、ケースバイケースの判断になりますが、①住宅地にカ

第１章 総 論18
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【コラム：緊急用務空域において飛行許可が下りたケースはあるの

か？】

具体的な事例として、2024年１月の能登半島地震の際、石川県の能登

半島全域が緊急用務空域に指定されました。この際、報道機関やインフ

ラ関連企業が、国土交通大臣の許可を得てドローンを飛行させ、被害状

況の把握や報道活動を行ったと報告されています。

これらのケースでは、飛行の必要性が高く、かつ有人機の安全を確保

するための適切な措置が講じられることが前提となっていると考えられ

ます。

このように、緊急用務空域が指定されるような場合であっても、ドロ

ーンを活用して、災害救助に役立つ活動を民間レベルでも実施できる可

能性が示されているといえます。

【コラム：災害が発生しているが緊急用務空域に指定されていない

空域でのドローン飛行】

緊急用務空域に指定されていない以上、その他の航空法・小型無人機

等飛行禁止法等による規制をクリアしていれば飛行は可能となります。

しかし、捜索・救助等の妨げにならないよう、現地の災害対策本部等

からドローン飛行の中止を求められることがあります。

この場合は、公益を重視して、行政等の指示に従うのがよいと考えま

す。
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